
労働者派遣法第２３条第５項に基づく情報提供 

 

① 派遣労働者の数  ２６名（令和６年４月１日現在） 

 

② 派遣先の数     ７社（令和６年４月１日現在） 

 

③ マージン率    ４１.３６％ 計算式（Ａ－Ｂ）÷Ａ 

派遣料金の平均額（Ａ）   ＝ ２３,１０７円（８時間相当） 

派遣労働者の賃金平均額（Ｂ）＝ １３,５４９.６円（８時間相当） 

 

④ 派遣労働者の待遇の決定に係わる労使協定を締結しているか否かの別 

 （1）労使協定を締結している。 

    協定書の有効期間終期 令和７年３月３１日 

 （2）協定労働者の範囲 

    派遣先で放送番組の撮影・編集・機器操作、映像技術部担当、放送番組の演出、 

放送運行デスク、放送素材準備の業務に従事する従業員に適用する。 

 

⑤ 教育訓練に関する事項 

  採用者へ個人情報保護に関する教育 

  派遣労働者へ安全衛生・作業の教育 

  派遣労働者へ技術向上の教育 

  教育訓練にかかわる費用は交通費を含め会社負担とする。また、教育訓練を受講する 

時間は労働時間として扱い相当の賃金を支払う。 

その他、別紙「キャリア形成支援マニュアル」「教育訓練体系図」「キャリアアップに資

する教育訓練」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥ キャリアコンサルティング相談窓口 

   派遣労働者がキャリアコンサルティングを希望するときは以下の方法により随時実

施する。また、実施の場合は、第三者に漏洩することないよう配慮しなければなら

ない。 

     ・担当者 企画制作副本部長  

     ・実施方法 面談 電話 メール 

 

⑦ 福利厚生：社会保険・雇用保険加入有り 

 

 

 

許可・届出番号：派０７－０１０００４ 

事業所名：株式会社 福島映像企画 

所在地：福島県福島市御山町２番５号 


